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告 示
栃木県告示第467号
　飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和28年法律第35号）第56条第７項及び飼料の安全性の
確保及び品質の改善に関する法律施行令（昭和51年政令第198号）第11条第４項の規定により、平成25年４月
から同年６月までの間に検査した収去飼料の分析検査の概要を次のとおり公表する。
　　平成25年８月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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栃木県告示第468号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成25年８月30日から同年９月30日まで一般の縦
覧に供する。
　　平成25年８月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　一般国道
路　線　名　461号
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

前 那須郡那珂川町大内字左所2541-１から
那須郡那珂川町大内字新中2455-１まで 6.0 ～ 11.8 303.9

後 那須郡那珂川町大内字左所2541-１から
那須郡那珂川町大内字新中2455-１まで 11.0 ～ 32.0 303.9

Ⅱ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　雀宮真岡線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

193

前

河内郡上三川町大字西汗字西赤堀1669-
11から
河内郡上三川町大字西汗字西赤堀1669-
４まで

6.7 ～ 7.1 78.3

後

河内郡上三川町大字西汗字西赤堀1669-
11から
河内郡上三川町大字西汗字西赤堀1669-
４まで

6.7 ～ 10.2 78.3

Ⅲ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　作原田沼線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

201
前 佐野市作原町字下大戸1300から

佐野市作原町字岡庭場1016-２まで 4.6 ～ 12.3 450.0

後 佐野市作原町字下大戸1300から
佐野市作原町字岡庭場1016-２まで 9.0 ～ 17.8 450.0

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第469号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成25年８月30日から同年９月30日まで一般の縦
覧に供する。
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　　平成25年８月30日
栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

193 一 般 県 道
雀宮真岡線

河内郡上三川町大字西汗字西赤堀1669-11から
河内郡上三川町大字西汗字西赤堀1669-４まで 平成25年８月30日

333 一 般 県 道
芳賀茂木線

芳賀郡市貝町大字田野辺2399から
芳賀郡市貝町大字田野辺2430まで 平成25年８月30日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○平成25年度クリーニング師試験の実施
　クリーニング業法（昭和25年法律第207号）第７条の規定により平成25年度クリーニング師試験を次のとお
り実施するので、クリーニング業法施行細則（昭和33年栃木県規則第78号）第４条の規定により公告する。
　　平成25年８月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　試験の日時及び場所
⑴　試験日　　　　平成25年11月10日（日）
⑵　試験開始時間　学科試験　午前10時（集合時間：午前９時30分）
　　　　　　　　　実技試験　午後１時
⑶　試験会場　　　宇都宮市陽南４丁目２-１　栃木県立衛生福祉大学校
　　　　　　　　　さくら市喜連川5547　　　 喜連川社会復帰促進センター
２　試験科目
⑴　学科試験（60分）
ア　衛生法規に関する知識
イ　公衆衛生に関する知識
ウ　洗たく物の処理に関する知識
⑵　実地試験
ア　鑑定試験
　　薬品の鑑定（10分）
　　繊維の鑑定（５分）
イ　技能試験
　　アイロン仕上げの技能（８分）

３　出願期間
　　平成25年10月１日（火）から同月３日（木）まで
　　（郵送による場合は、平成25年10月３日（木）までの消印があるものに限り受け付ける。）
４　出願場所
⑴　県内（宇都宮市を除く。）居住者は、その住所地を管轄する健康福祉センター
⑵　宇都宮市内居住者は、宇都宮市保健所
⑶　県外居住者は、栃木県保健福祉部生活衛生課
５　受験資格
⑴　学校教育法（昭和22年法律第26号）第57条（高等学校の入学資格）に規定する者
⑵　旧国民学校令（昭和16年勅令第148号）による国民学校の高等科を修了した者
⑶　旧中等学校令（昭和18年勅令第36号）による中等学校の２年の課程を終わった者
⑷　クリーニング業法施行規則の一部を改正する省令（昭和30年厚生省令第21号）附則第２項に規定する者
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（⑴から⑶までに掲げる者と同等以上の学力があると認められる者）
６　提出書類
　　受験を希望する者は、次の書類を提出すること。なお、受験願書及び受験票は、栃木県保健福祉部生活衛
生課又は最寄りの健康福祉センター若しくは宇都宮市保健所で配布するものを使用すること。
⑴　受験願書
⑵　履歴書
⑶　受験資格を証する書類（卒業証明書等）
　　※卒業証書の写しを提出する場合は、原本を持参すること。
⑷　受験票
⑸　写真（出願前６ヶ月以内に撮影した脱帽、上半身正面向き、縦６㎝横4.5㎝のものを受験票に貼り付け
ること。）
⑹　50円切手（郵送料として、受験票に貼り付けること。）
⑺　戸籍謄本又は抄本（卒業証明書等の氏名が現在の氏名と異なっている場合）
７　受験手数料
　　7,000円を栃木県収入証紙により納付すること（受験願書に貼付し、消印をしないこと。）。
８　合格者の発表
⑴　平成25年11月25日（月）午前10時に県庁正面道路東側屋外掲示板、各健康福祉センター及び宇都宮市保
健所に合格者受験番号を掲示する。
⑵　栃木県公式ホームページに掲載する。
⑶　合格者には、栃木県保健福祉部生活衛生課から通知する。
⑷　合否について電話での問い合わせには一切応じない。
９　その他
⑴　受験者本人は、平成25年11月25日（月）から１ヶ月間、科目別得点を栃木県保健福祉部生活衛生課で口
頭請求できる。この場合、本人であることを証明できる書類（受験票、身分証明書、運転免許証等）を持
参すること。
⑵　受験願書及び受験票は、栃木県保健福祉部生活衛生課又は最寄りの健康福祉センター若しくは宇都宮市
保健所で配付するものを使用すること。なお、郵送を希望する者は、返信用封筒（規格（長３）の封筒
に、宛先を明記の上、80円切手を貼る。）を同封の上、栃木県保健福祉部生活衛生課宛て請求すること。
⑶　試験当日は、筆記用具（鉛筆・消しゴム等）、昼食及び実技試験で使用する白無地綿100％シングルカフ
スのポケットに蓋のないワイシャツ１枚（完全に洗濯し、のり付けして適当に湿らせたもの。ただし、形
態安定加工のものは不可）を必ず持参すること。
⑷　身体に障害等があり、受験に際して特別な配慮を必要とする者は、出願前に、栃木県保健福祉部生活衛
生課へ連絡すること。
⑸　その他不明な点は、次に問い合わせること。
　　〒320-8501　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号
　　栃木県保健福祉部生活衛生課
　　　電話 028-623-3110

（生活衛生課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○平成25年度職業訓練指導員試験の合格者
　職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）第30条の規定により実施した職業訓練指導員試験の合格者は、
次のとおりである。
　　平成25年８月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

受験番号 受験番号

２ 29
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３ 30

５ 31

６ 32

８ 33

９ 37

10 38

11 39

12 44

13 46

14 50

19 52

22 54

25 55

28

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上29名
（労働政策課）　

　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
　平成24年６月８日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年法律第188
号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、小山市長から、その公共測量が終わった旨通知
があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとおり公示する。
　　平成25年８月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
　　公共測量（土地区画整理事業）
２　作業地域
　　小山市大字立木
３　作業期間
　　平成22年９月６日から平成25年７月５日まで

（監理課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○都市計画決定図書の写しの縦覧
　宇都宮市が都市計画法（昭和43年法律第100号）第19条第１項の規定により平成25年８月19日に決定した、
宇都宮都市計画第一種市街地再開発事業（大手地区）の関係図書の写しを同法第20条第２項の規定により、栃
木県県土整備部都市計画課において縦覧に供する。
　　平成25年８月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○都市計画決定図書の写しの縦覧
　宇都宮市が都市計画法（昭和43年法律第100号）第19条第１項の規定により平成25年８月19日に決定した、
宇都宮都市計画地区計画（グリーンアベニュー針ヶ谷地区）の関係図書の写しを同法第20条第２項の規定によ
り、栃木県県土整備部都市計画課において縦覧に供する。
　　平成25年８月30日
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栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○都市計画決定図書の写しの縦覧
　宇都宮市が都市計画法（昭和43年法律第100号）第19条第１項の規定により平成25年８月19日に決定した、
宇都宮都市計画地区計画（グリーン・ヒル砥上地区）の関係図書の写しを同法第20条第２項の規定により、栃
木県県土整備部都市計画課において縦覧に供する。
　　平成25年８月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○都市計画変更図書の写しの縦覧
　宇都宮市が都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第19条第１項の規定に
より平成25年８月19日に変更した、宇都宮都市計画高度利用地区の関係図書の写しを同法第21条第２項におい
て準用する同法第20条第２項の規定により、栃木県県土整備部都市計画課において縦覧に供する。
　　平成25年８月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○開発行為の工事完了
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、開発行為に関する工事の完了に係る検査
済証を交付したので、同条第３項の規定により公告する。
　　平成25年８月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

開 発 区 域
（工区に含まれる地域の名称）

開 発 許 可 を 受 け た 者

住 所 氏 名

真岡市荒町字奉行松1180番11、1180番13の一
部

真岡市荒町1180番地13 黒 子 基 志

真岡市小林字大原1517番２ 宇都宮市鶴田二丁目44番２号中原ハイ
ツ103号
真岡市東沼113番地３

窪 田 篤 史

窪 田 静 香

下野市柴字東原325番５、325番８ 真岡市東沼258番地 小 菅 幸 代
小 菅 達 也

下都賀郡壬生町大字上稲葉字森北1821番１ 下都賀郡壬生町大師町32番１号コーポ
寺内１号203

小久保　俊　克

下都賀郡野木町大字若林字新田218番20、218
番23

埼玉県和光市白子一丁目23番35号ヒル
サイド向山102

尾 花 　 優

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○都市計画事業の施行
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第62条第１項の規定による都市計画事業の認可の告示があったので、
同法第66条の規定により次のとおり公告する。
　　平成25年８月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　都市計画事業の種類及び名称
　　日光都市計画道路事業３・４・20号平町東町線、３・４・25号下今市駅前線及び３・５・７号今市宇都
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宮線
２　施行者の名称
　　栃木県
３　事業所の所在地
　　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号
４　事業地の所在
⑴　収用の部分
　　栃木県日光市今市並びに今市字小倉町、字東裏、字中道、字東原及び字小林道下地内
⑵　使用の部分
　　なし

Ⅱ
１　都市計画事業の種類及び名称
　　小山栃木都市計画道路事業３・４・114号間々田駅東線
２　施行者の名称
　　栃木県
３　事業所の所在地
　　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号
４　事業地の所在
⑴　収用の部分
　　栃木県小山市大字平和字中道北、字中道南及び字七曲並びに大字南飯田字新田前、字出口及び字鹿島
原地内
⑵　使用の部分
　　なし

Ⅲ
１　都市計画事業の種類及び名称
　　宇都宮都市計画道路事業３・４・502号祖母井中央通り
２　施行者の名称
　　栃木県
３　事業所の所在地
　　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号
４　事業地の所在
⑴　収用の部分
　　栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井字代町、字内町、字西町及び字上横町地内
⑵　使用の部分
　　なし

（都市整備課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 安 委 員 会

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 十 号

　 栃 木 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 平 成 二 十 五 年 八 月 三 十 日

栃 木 県 公 安 委 員 会 委 員 長 　 　 小 　 　 林 　 　 一 　 　 成 　 　

　 　 　 栃 木 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 栃 木 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 （ 昭 和 四 十 七 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 第 一 の 添 付 十 六 の 三 中「本籍」 を「本籍・国籍等」 に 改 め 、 同 表 の 添 付 十 七 の 五 及 び 添 付 十 七 の 七 中

「本籍・国籍」 を「本籍・国籍等」 に 改 め 、 同 表 の 添 付 十 八 中「国籍」 を「国籍等」 に 改 め 、 同 表 の 添 付 二 十
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中「本籍・国籍」 を「本籍・国籍等」 に 改 め 、 同 表 の 添 付 二 十 二 中「本籍」 を「本籍・国籍等」 に 改 め 、 同 表

の 添 付 二 十 二 備 考 １ 中「本籍」 を「本籍・国籍等」 に 、「明りよう」 を「明瞭」 に 、「かい書」 を「楷書」 に

改 め 、 同 表 の 添 付 二 十 二 備 考 ２ 中「はり付ける」 を「貼り付ける」 に 改 め 、 同 表 の 添 付 二 十 三 中「本籍」 を

「本籍・国籍等」 に 改 め 、 同 表 の 添 付 二 十 三 備 考 中「本籍」 を「本籍・国籍等」 に 、「明りよう」 を「明瞭」

に 、「かい書」 を「楷書」 に 改 め る 。

　 別 記 様 式 第 十 五 号 の 二 中「本籍・国籍」 を「本籍・国籍等」 に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 五 年 九 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○入札公告（特定調達公告）
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　平成25年８月30日

とちぎリハビリテーションセンター所長　　星　　野　　雄　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　購入等件名及び数量　ＭＲＩアップグレード　一式
⑵　購入物品の特質等　入札説明書による。
⑶　納入期限　平成25年12月27日
⑷　納入場所　栃木県宇都宮市駒生町3337-１　とちぎリハビリテーションセンター１階放射線科
２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、医療用機器の入札参加資格を有する
ものと決定された者であること。
⑶　平成25年10月11日において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平成22年３月12日付け会
計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であること。
⑷　１の⑴と同様の物品の納入実績を有する者であること。
⑸　当該購入物品に係る迅速なアフターサービス及びメンテナンスを行う体制が整備されている者であるこ
と。

３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する公所等の名称等及び契約内容の縦覧場所
　　〒320-8503　栃木県宇都宮市駒生町3337-１
　　とちぎリハビリテーションセンター管理部財務課　電話028-623-6112
⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所
　　平成25年８月30日から同年10月10日までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から正午
まで及び午後１時から午後４時まで⑴の場所において交付する。
⑶　入札及び開札の日時及び場所
　　平成25年10月11日午前11時　とちぎリハビリテーションセンター３階大会議室へ持参又は郵送するこ
と。（ただし、郵送による入札書の受領期限は、同日午前９時とし、書留郵便で⑴の場所へ郵送すること。）
⑷　入札方法　１の⑴の件名で総価で入札に付する。
⑸　入札書の記載方法等　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の５に相当
する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てるものとす
る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事
業者であるかを問わず、契約を希望する見積金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

４　その他
⑴　契約の手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨
⑵　入札保証金及び契約保証金　免除
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⑶　入札者に要求される事項　この入札に参加を希望する者は、封印した入札書にとちぎリハビリテーショ
ンセンターで交付する仕様書に基づき作成した提案書を添付して、入札書の受領期限までに提出しなけれ
ばならない。
⑷　審査
ア　技術審査　とちぎリハビリテーションセンター所長が、入札者の作成した提案書をイの技術審査基準
により審査し、採用し得ると判断した提案書を提出した入札者の入札書のみ落札決定の対象とする。
イ　技術審査基準　提案書が、とちぎリハビリテーションセンターで交付する仕様書に示す事項を満たし
ており、使用目的等に適合すると認められるものであること。

⑸　入札の無効　２の入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった
者の提出した入札書及び栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第156条第３号から第７号までに
掲げる入札に係る入札書は、無効とする。
⑹　落札者の決定方法　⑷の審査により落札決定の対象となった入札書を提出した入札者であって、栃木県
財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を
行った者を落札者とする。
⑺　契約書の作成の要否　要
⑻　その他　詳細は、入札説明書による。
５　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be purchased:
　　MRI Upgrade １ set
⑵　Time and Date of bidding:
　　11:00 a.m., October 11, 2013
⑶　Information is available at:
　　Financial Affairs Division,
　　Department of Management,
　　Tochigi Rehabilitation Center
　　3337-1 Komanyu-machi, Utsunomiya, Tochigi 320-8503
　　TEL. 028-623-6112

（障害福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○入札公告（特定調達公告）
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　平成25年８月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　借入件名及び数量　電子署名生成装置　一式
⑵　借入物品の特質等　入札説明書による。
⑶　借入期間　平成26年１月１日から平成30年12月31日まで
　　なお、この契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３に規定する長期継続契約として実
施する。そのため、契約に当たっては、県の各年度予算において当該契約に係る経費が減額又は削除され
たときに契約を変更又は解除できる旨の特約を付す。
⑷　借入場所　栃木県運転免許センター
２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、大分類Ｐ「その他のサービス」、小分
類２「リース、レンタル」の入札参加資格を有するものと決定された者であること。
⑶　平成25年10月10日から同年10月11日において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平成22
年３月12日付け会計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であること。
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３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する課の名称等及び契約内容の縦覧場所
　　〒322-0017　栃木県鹿沼市下石川681番地
　　栃木県警察本部交通部運転免許管理課免許登録係　電話0289-76-0110（内線245）
⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所
　　平成25年８月30日から同年10月９日までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から午後
５時まで⑴の場所において交付する。
⑶　入札及び開札の日時及び場所
ア　入札書の受領期限及び提出場所　平成25年10月10日（木）午後５時　栃木県警察本部警務部会計課に
持参又は郵送すること。（ただし、郵送の場合は、書留郵便で郵送すること。）
イ　開札の日時及び場所
　　平成25年10月11日（金）午後２時　栃木県警察本部庁舎２階入札室
⑷　入札方法　１の⑴の件名の月額リース料で入札に付する。
⑸　入札書の記載方法等　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の５に相当
する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てるものとす
る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事
業者であるかを問わず、契約を希望する見積金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

４　その他
⑴　契約の手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨
⑵　入札保証金及び契約保証金　免除
⑶　入札者に要求される事項　この入札に参加を希望する者は、警察本部交通部運転免許管理課で交付する
電子署名生成装置賃貸借仕様書に基づき作成した仕様書を平成25年10月９日午後１時までに提出しなけれ
ばならない。また、入札事務の担当者から提出した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなけ
ればならない。
⑷　審査
ア　技術審査　栃木県警察本部交通部運転免許管理課長が、入札者の作成した仕様書をイの技術審査基準
により審査し、採用し得ると判断した仕様書を提出した入札者の入札書のみを落札決定の対象とする。
イ　技術審査基準　入札者の作成した仕様書が、警察本部交通部運転免許管理課で交付する電子署名生成
装置賃貸借仕様書に示す事項を満たしており、使用目的等に適合すると認められるものであること。

⑸　入札の無効　２の入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった
者の提出した入札書及び栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第156条第３号から第７号までに
掲げる入札に係る入札書は、無効とする。
⑹　落札者の決定方法　⑷の審査により落札決定の対象となった入札者であって、栃木県財務規則第154条
の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者
とする。
⑺　契約書の作成の要否　要
⑻　その他　詳細は、入札説明書による。
５　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be leased:
　　1 set of Check code sabar
⑵　Date of Bidding:
　　5:00 p.m.,October 10, 2013
⑶　Information is available at:
　　License Registration Section,
　　Driver’s License Administration Division,
　　Traffic Department Tochigi Police Headquarters
　　681 Shimoishikawa, Kanumashi, Tochigi 322-0017 TEL.0289-76-0110（extension245）
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（警察本部会計課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○入札公告
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　平成25年８月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　委託業務件名　公共事業労務費調査（平成25年10月調査）業務
⑵　委託業務内容　入札説明書による。
⑶　履行期間　平成25年９月20日から同年12月20日まで
⑷　履行場所　栃木県全域
２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、大分類Ｐ「その他のサービス」、小分
類５「検査、分析」の入札参加資格を有するものと決定された者であること。
⑶　平成25年９月11日において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平成22年３月12日付け会
計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であること。
⑷　平成20年４月１日から平成25年９月11日までの間において、国、都道府県又は政令指定都市（地方自治
法（昭和22年法律第67号）第252条の19第１項の指定都市をいう。）等が実施した公共事業労務費調査業務
の業務完了実績がある者であること。

３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する課の名称等及び契約内容の縦覧場所
　　〒320-8501　栃木県宇都宮市塙田１-１-20　栃木県県土整備部技術管理課　電話028-623-2402
⑵　入札及び開札の日時及び場所　平成25年９月11日午後２時　栃木県庁東館３階入札室２
⑶　その他　入札説明書は、平成25年８月30日から同年９月10日までの日（土曜日及び日曜日を除く。）の
午前９時から午後５時まで⑴の場所において交付する。

４　その他
⑴　入札保証金  免除
⑵　入札の無効　２の入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった
者の提出した入札書及び栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第156条第３号から第７号までに
掲げる入札に係る入札書は、無効とする。
⑶　落札者の決定方法　栃木県財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最
低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑷　その他　詳細は、入札説明書による。

（技術管理課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　平成25年８月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）

１　①次期栃木県文書管理システム開発委託業務　一式　②栃木県経営管理部文書学事課　栃木県宇都宮市塙
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田１-１-20　③購入等　④平成25年７月５日　⑤株式会社エヌ・ティ・ティ・データ四国　愛媛県松山市三
番町４-９-６　⑥74,581,500円　⑦随意契約　⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を
定める政令（平成７年政令第372号）第10条第１項第１号
２　①税務オンラインシステム運用端末関連機器　一式（設置及び撤去に係る費用を含む。）　②栃木県経営
管理部税務課　栃木県宇都宮市塙田１-１-20　③借入　④平成25年７月３日　⑤富士通リース株式会社関東
支店　埼玉県さいたま市大宮区錦町682-２　⑥37,535,400円　⑦一般競争入札　⑧平成25年５月21日　⑪
最低価格
３　①通信指令システム機器　一式　②栃木県警察本部会計課　栃木県宇都宮市塙田１-１-20　③借入　④な
し　⑤なし　⑥なし　⑦一般競争入札　⑧平成25年５月31日　⑪最低価格
４　①通信指令システム機器　一式　②栃木県警察本部会計課　栃木県宇都宮市塙田１-１-20　③借入　④平
成25年７月26日　⑤NECキャピタルソリューション株式会社関東支店　埼玉県さいたま市大宮区桜木町１-
　10-17　⑥15,170,400円（月額）　⑦随意契約　⑧平成25年５月31日　⑨地方自治法施行令（昭和22年政令
第16号）第167条の２第１項第８号
５　①運転シミュレータ　一式　②栃木県警察本部会計課　栃木県宇都宮市塙田１-１-20　③借入　④平成25
年８月６日　⑤三菱電機クレジット株式会社　東京都品川区大崎１-６-３　⑥1,190,385円（月額）　⑦一
般競争入札　⑧平成25年６月25日　⑪最低価格
　───────────────────────────────────────────────
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　平成25年８月30日

栃木県下水道管理事務所長　　毛 部 川　　直　　文　　
〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）

１　①栃木県下水道資源化工場で使用する重油（JIS K 2205 １種１号）購入見込数量112㎘　②栃木県下水道
管理事務所　栃木県河内郡上三川町大字多功1159　③購入等　④平成25年６月20日　⑤石川興産株式会社　
栃木県足利市永楽町２-１　⑥76.65円（１ℓ単価）　⑦一般競争入札　⑧平成25年２月５日　⑪最低価格
２　①栃木県下水道資源化工場で使用する重油（JIS K 2205 １種１号）購入見込数量127㎘　②栃木県下水道
管理事務所　栃木県河内郡上三川町大字多功1159　③購入等　④平成25年７月23日　⑤株式会社日立ハイテ
クマテリアルズ　東京都港区西新橋１-24-14　⑥79.359円（１ℓ単価）　⑦一般競争入札　⑧平成25年２
月５日　⑪最低価格
　───────────────────────────────────────────────
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　平成25年８月30日

栃木県立図書館長　　栗　　山　　正　　道　　
〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）

①栃木県立図書館情報処理システム一式並びに構築及び保守業務　②栃木県立図書館　栃木県宇都宮市塙田
１-３-23　③借入　④平成25年８月９日　⑤富士通リース株式会社関東支店　埼玉県さいたま市大宮区錦町
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発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月2,900円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

682-２　⑥132,355,125円　⑦一般競争入札　⑧平成25年６月11日　⑪最低価格
（会計局会計管理課）　

　───────────────────────────────────────────────


